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基本知識

※ここは簡単に説明します。

3



著作者人格権

著作（財産）権
権利期間
著作物創作時点から
著作者死後7０年間
映画著作物は公表後
７０年間

★公表権 著作権法１８条
★氏名表示権 著作権法１９条
★同一性保持権 著作権法２０条

★複製権 著作権法２１条
★上演権及び演奏権 著作権法２２条
★上映権 著作権法２２条の２
★公衆送信権等 著作権法２３条
★口述権 著作権法２４条
★展示権 著作権法２５条・・原作品展示
★頒布権 著作権法２６条・・映画の著作
物をその複製物により頒布する権利
★譲渡権 著作権法２６条の２・・映画除く
★貸与権 著作権法２６条の３
★翻訳、翻案権 著作権法２７条
★二次的著作物に対する原著作者の権利

著作権法２８条

支分権

権利制限規
定３０～５０条

著作者の権利
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2018年12月30日以降の著作（財産）権の権利期間

著作権の有効期間

△
著作物を創作
（著作権発生）

存続期間
満了は、

著作者の
死後70年

権利期間
著作物創作時点から著作者死後７０年間
映画著作物は公表後７０年間

死後 70年

２０１５年１月１日

カウント開始
※死亡した年の翌年
の１月１日から

△

２０１０年５月２日

（始期）

２０１４年７月７日

△

著作者の死亡

２０８４年１２月３１日

△

（終期）

存続期間満了
※必ず12月31日
に権利消滅
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著作隣接権
権利期間
実演、音の固定
を行ったときに始まり、
翌年から７０年間

ただし、放送事業者と
有線放送事業者の
権利については、
放送あるいは有線放送
を行ったときから50年

★実演家の権利
著作権法９０条の２～９５条の３
氏名表示、同一性保持、録音録画、放
送、送信可能化、商業用レコード二次
利用、貸与権等

★放送事業者・有線放送事業者の権利
著作権法９８条～１００条の５
複製、放送、有線放送、伝達（放送を受
信し、影像を拡大する特別の装置を用
いてその放送を公に伝達する権利）

★レコード製作者の権利
著作権法９６条～９７条の３
複製、送信可能化、商業用レコード二次
利用、譲渡、貸与等

著作物を伝達する者の権利

音を最初
に固定した

者
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出版権

「複製権者」が、そ
の著作物を文書又
は図画として出版
すること等を引き受
ける者に対し
与える権利。

★出版権の内容等
複製権等保有者は、その著作物につい

て、文書若しくは図画として出版すること
（電子計算機を用いてその映像面に文書
又は図画として表示されるようにする方式
により記録媒体に記録し、当該記録媒体に
記録された当該著作物の複製物により頒
布することを含む。）又は当該方式により記
録媒体に記録された当該著作物の複製物
を用いて公衆送信を行うことを引き受ける
者に対し、出版権を設定することができる。
★出版権者の義務
６か月以内に出版する義務
継続して出版する義務（著作権法８１条）

出版者の権利

出版者
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（イメージ1） 授業スライド等の異時公衆送信

授業で使用する
スライドをサー
バに蔵置、事前
に取得させる

事前取得したス
ライドを読み込
んだことを前提
に授業を進める

授業前 授業時

異時公衆送信
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（イメージ２） 授業映像の異時公衆送信（反転授業）

授業で必要
な知識項目
を事前に
映像で学習

事前学習し
た知識項目
を前提に深
く議論する

授業時の深
い議論を進
めて考えを
まとめる等

授業前 授業後授業時

知識項目を
講義で説明
する

知識項目を
前提に考え
をまとめる

授業後授業時

×
授業前

映像をサーバ経由で視
聴すると異時公衆送信

従
来
の
授
業

反
転
授
業

授業時間以外の
学習の実質化！
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（イメージ３） 授業映像を後日配信

授業映像を収録

↓
サーバに蔵置

サーバに蔵置さ
れた映像を

↓
閲覧（ダウンロ
ード）する

授業時 授業後

異時公衆送信
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2018年改正著作権法第35条
↓↓

２０２０．４．２８施行
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●改正条文 第３５条（学校その他の教育機関における複製等）
１ 学校その他の教育機関（営利を目的として設置されているものを除く。）に
おいて教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における
利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度におい
て、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信（自動公衆送信の場合に
あつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。）を行い、又は公
表された著作物であって公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達
することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の
部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を
不当に害することとなる場合は、この限りでない。
２ 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する
者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
３ 前項の規定は、公表された著作物について、第1項の教育機関における授
業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原
作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作
物を第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利
用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該
授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。

グレー部分が黒と白に変化（2020年4月28日施行）
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●３５条の主要なグレーゾーンがおおむね消滅した
条文を素直に解釈すると、施行日以降は補償金管理団体との契約な
しの異時公衆送信は個別の権利処理が必要になる。

グレー部分が黒と白に変化（2020年4月28日施行）

授業の過程で利用する公表された著作物の複製

従来通り無許諾かつ無償で複製可能

遠隔授業における同時公衆送信（対面授業の延長線上）

従来通り無許諾かつ無償で公衆送信可能

一定の異時公衆送信

補償金徴収分配団体への補償金の支払いで利用可能

無許諾の
利用はできない

手続きが
必要
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施行後の取り扱い

●権利処理イメージ

異時公衆送信
※クローズでも
一定数以上であ
れば「公衆」送信

動画
図

書籍・テキスト
ワークシート
問題集
音楽
楽譜
・
・

文化庁指定の
補償金管理
団体

（料金規定）

大学が包括契約

分配

分配

分配

公益
事業

各権利者団体

各権利者団体

各権利者
大学がコンテンツ毎
に権利者と契約

海外権利者
は高額な要
求か？

https://sartras.or.jp

一般社団法人
授業目的公衆送信
補償金等管理協会

Ａ
と
Ｂ
か
ら
選
択

Ａ

Ｂ ※一定規模以上の大学では、
実務上、Ｂパターンの管理は困難。

https://sartras.or.jp/
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●授業目的公衆送信補償金を受ける権利の行使
第１０４条の１１
① 第３５条第２項（第１０２条第１項において準用する場合を含む。第
１０４条の１３第２項及び第１０４条の１４第２項において同じ。）の補償
金（以下この節において「授業目的公衆送信補償金」という。）を受ける
権利は、授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する者（次項及
び次条第４号において「権利者」という。）のためにその権利を行使す
ることを目的とする団体であって、全国を通じて一個に限りその同意を
得て文化庁長官が指定するもの（以下この節において「指定管理団
体」という。）があるときは、当該指定管理団体によってのみ行使するこ
とができる。
② 前項の規定による指定がされた場合には、指定管理団体は、権利
者のために自己の名をもって授業目的公衆送信補償金を受ける権利
に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

補償金を受ける権利の行使

但し書きに該当する場合は権利者が権利行使
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●今回の３５条施行で、異時公衆送信は原則として「授業目的公衆送
信補償金等管理協会」への補償金支払いが必要になった。

補償金

文化庁認可の補償金規定で
２０２０年度はコロナ対応のため無償とされる。

次年度以降の、文化庁認可による補償金規定は有償化の公
算が高い。もちろん、コロナ対応により不透明な部分もある。

次年度に
向けて

過去の議論では、学生一人当たり８００円／年が提示されている。
この金額では、大学が授業の過程で真にこれだけの価値の他人の著作物を
利用しているのか疑わしい。今後、大学業界全体として４００円以下にするた
めの活動が必要。初等中等教育機関はさらに低額にすべきである。

改正法の附帯決議（衆議院、参議院）には、「補償金を生徒等に負担させる場合には過
大な負担とならないように・・」の文言がある。ただし、義務教育以外の学校では授業料
ないしは教材費的な枠で処理することは問題がないと考える。

一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会（SARTRAS）
https://sartras.or.jp/



暫定ガイドライン等
検討課題を含む
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●フォーラム構成員

著作物の教育利用に関する関係者フォーラム

＜教育関係団体＞
全国都道府県教育委員会連合会 全国市町村教育委員会連合会 日本私立小学校連合
会 全国連合小学校長会 日本私立中学高等学校連合会 全日本中学校⾧会 全国
高等学校長協会 日本私立高等専門学校協会 一般社団法人国立大学協会 日本私
立大学団体連合会 公益財団法人私立大学通信教育協会 一般社団法人公立大学協会
一般社団法人大学 ICT 推進協議会 独立行政法人国立高等専門学校機構 全国公立
短期大学協会 全国専修学校各種学校総連合会

＜権利者団体＞
一般社団法人日本写真著作権協会 一般社団法人日本書籍出版協会 日本放送協会
協同組合日本脚本家連盟 一般社団法人日本雑誌協会 公益社団法人日本芸能実演家
団体協議会 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 一般社団法人日本音楽著作権協
会 一般社団法人日本レコード協会 一般社団法人日本民間放送連盟 一般社団法人
日本新聞協会 一般社団法人日本美術著作権連合 公益社団法人日本文藝家協会
一般社団法人学術著作権協会 一般社団法人教科書著作権協会 一般社団法人超教育
協会

【オブザーバー（関係省庁）】
文化庁著作権課 文部科学省総合教育政策局政策課 文部科学省初等中等教育局情報
教育・外国語教育課 文部科学省高等教育局高等教育企画課
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●令和２年度の緊急的かつ特例的な運用について

著作物の教育利用に関する関係者フォーラム

１．令和２年度に限った新制度に関する運用指針（ガイドライン）は、
本フォーラムにおいてこれまで整理しつつあったものとは別途、別
添のとおりとする。

２．指定管理団体である一般社団法人授業目的公衆送信補償金等
管理協会（以下「協会」という。）は、文化庁⾧官に対して、令和２年
度に限った特例的な補償金額（無償）について認可申請を行う。

３．①新制度を利用する教育機関の設置者は、事前に（事前が難し
い場合は、利用開始後速やかに）協会に対してその教育機関名の
届出を行うとともに、

②協会は、教育機関に過度な負担がかからない範囲で著作物の
利用実績を把握するため、教育機関の協力を得てサンプル調査を
行う

（②の実施方法については、教育機関に過度な負担をかけないよう
十分に留意しつつ、今後、協会において教育機関と相談しつつ整
理する）。
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●令和３年度以降の本格的な運用について

著作物の教育利用に関する関係者フォーラム

令和３年４月から、新制度の本格的な運用を開始できるよう、以下

の点を前提として認識しつつ、今後の議論を建設的かつ速やかに

進めること。

１．令和３年度以降の新制度に関する運用指針（ガイドライン）につ
いては、暫定ガイドラインとは別途、これまでの本フォーラムにお
ける議論を踏まえ、引き続き議論を継続し、令和３年度からの新
制度の利用を希望する教育機関にとって極力支障がないよう取
りまとめることを目指す。

２．協会は、令和３年度からの新制度の利用を希望する教育機関
にとって極力支障がないよう、教育機関の設置者を代表する各
団体への意見聴取を行った上で、文化庁長官に対して、令和３年
度以降の補償金額（有償）について認可申請を行う。

３．令和３年度以降における利用実績の把握の方法については、
権利者への補償金の正確な分配と教育機関の負担軽減とのバ
ランスを考慮し、別途、協会において教育機関と相談しつつ整理
する。
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●補償金制度施行後の暫定ガイドライン 過去一年以上かけて検討を
続けてきた「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」が暫定ガ
イドラインを公開している（下記サイト）。

「改正著作権法第３５条運用指針策定に関する論点整理」の公表について
https://forum.sartras.or.jp/info/003/

論点整理
https://forum.sartras.or.jp/wp-content/uploads/rontenseiri.pdf

論点整理（フォーラムでの意見概要）
https://forum.sartras.or.jp/wp-content/uploads/rontenseirigaiyo.pdf

暫定ガイドライン（２０２０年度限り）
改正著作権法第３５条運用指針（令和２（２０２０）年度版）
https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishin2020.pdf

暫定ガイドライン

https://forum.sartras.or.jp/info/003/
https://forum.sartras.or.jp/wp-content/uploads/rontenseiri.pdf
https://forum.sartras.or.jp/wp-content/uploads/rontenseirigaiyo.pdf
https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishin2020.pdf
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●暫定ガイドラインを含めて２系統の課題がある

施行後の課題

暫定ガイドライン中で
今後の検討課題となった項目への対応

３５条１項の但し書きが厳密に適用されるであろう
『ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製
の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照
らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は
、この限りでない。』

とりあえずは、暫定ガイドラインを一通り確認

改正著作権法第35条運用指針（令和2（2020）年度版）赤枠強調.pdf
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●議論があった箇所→→おおむね明確になっている

・公表された著作物であって公衆送信されるもの

受信装置を用いて公に伝達することができる。

・大教室であっても受講者全員（50名の旧ガイドラインは都市伝説？）

・公開講座、教員免許更新講習、履修証明プログラムがガイドライン中
に記述された

・①送信された著作物の履修者等による複製
②授業用資料作成のための準備段階や授業後の事後検討におけ
る教員等による複製
③自らの記録として保存しておくための教員等または履修者等による
複製は、授業の過程での行為とされた。

暫定ガイドラインの説明（大学に限った説明）
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●複製の定義が示された
手書き、キーボード入力、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により、
既存の著作物の一部又は全部を有形的に再製することをいいます（著作権
法第２条１項１５号 。著作物だけでなく、実演、レコード、放送・有線放送の利
用についても同様です。
該当する例
・黒板への文学作品の板書
・ノートへの文学作品の書き込み
・画用紙への絵画の模写
・紙粘土による彫刻の模造
・コピー機を用いて紙に印刷された著作物を別の紙へコピー
・コピー機を用いて紙に印刷された著作物をスキャンして変換したＰＤＦファ
イルの記録メディアへの保存
・キーボード等を用いて著作物を入力したファイルのパソコンやスマホへの
保存
・パソコン等に保存された著作物のファイルのＵＳＢメモリへの保存
・著作物のファイルのサーバーへのデータによる蓄積（バックアップも含む）
・テレビ番組のハードディスクへの録画

暫定ガイドラインの説明（大学に限った説明）
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●但し書き「著作権者の利益を不当に害さない」の解釈
→複製部数や公衆送信の受信者の数
原則として、複製部数あるいは公衆送信の受信者の数は、授業を
担当する教員等及び当該授業の履修者等の数を超えないこと。
なお、注意書にある著作権者の利益を不当に害することまでは認
めていないことについて、十分留意すること

→著作物の種類と分量
紙、デジタル等形式にかかわらず原則として著作物の小部分の利
用。ただし、小部分の利用が著作者人格権（同一性保持権）の侵害
にあたる場合など、全部の利用が認められる場合もある。
→全部の例
俳句、短歌、詩等の短文の言語の著作物
新聞に掲載された記事や学協会が発行・発売する学協会誌に掲載
された論文等の言語の著作物

暫定ガイドラインの説明（大学に限った説明）
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→単体で著作物を構成する写真、絵画（イラスト、版画等含む。）、彫
刻その他の美術の著作物、及び地図又は学術的な性質を有する
図面、図表、模型その他の図形の著作物

→絵画のうち絵本については、 1 冊で1 著作物 とされているため、
原則として小部分の利用

暫定ガイドラインの説明（大学に限った説明）
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●その一方で・・・今後の検討課題も残されている
→大学のＦＤは除外、初等中等教育の研修センターは含む？？

→著作物のコースパックについては今後の検討とする

→既に絶版となっているなど、購入することができない出版物に掲載
されている著作物を利用する場合の但書に該当する利用について
は、今後の検討とする

→以下の項目の取扱いについても検討課題で残っている
著作物レンタルや、デジタルサービス（デジタル教材、データベース、
ワークシート、フォトサービス等）、コンテンツ配信契約、有料放送、有
料音楽配信等のうち、教育利用であるか否かに関わらず複製、公衆
送信して利用することが禁止されていることを定めている契約を 、そ
れぞれのサービスを提供する者との間締結した場合において、当該
契約により入手した著作物を利用すること

→ コピーやアクセスの制限をかけられた著作物の複製又は公衆送
信利用 例）Blu ray Disc/DVD などの映画の著作物等

暫定ガイドラインの説明（大学に限った説明）



Ｑ＆Ａ
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●受信配信にYouTubeを利用する場合の考え方

・受信について（公に伝達・直接受信）
改正３５条施行により『公表された著作物であって公衆送信される
ものを受信装置を用いて公に伝達することができる。』ようになった。
したがって、受信画像を授業で伝達（教室ディスプレー等で直接視
聴）することができる。また、LMS等でURL情報を伝えて、その情報
を元に学生が視聴することはYouTubeの本来の使い方であり、問
題はない。URLは著作物ではない。

Q&A

但し、違法にアップロードされた画像を視聴させる、あるいはURL情報
を提供することは、但し書きの『権利者の利益を不当に害する』に該当
する可能性がある。公式サイトであれば問題がないが、それ以外のサ
イト利用時はどうしても使う必要がある場合に限定して一部分を視聴さ
せる等の配慮が必要。特に、明らかに違法アップロードされたものが分
かる場合は原則として利用を控えた方がよい。
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●受信配信にYouTubeを利用する場合の考え方

・配信（アップロード）について
文化庁のガイドラインでは、視聴者が受講生限定であればYouTube
を利用した配信もよいという記述がある。
これは、法律所轄官庁の立場からの改正３５条解釈としては、その
通りであるが・・・・・・

Q&A

YouTubeの利用規約→お客様のコンテンツと行動→コンテンツのア
ップロード
『コンテンツをアップロードする際、本契約（YouTube のコミュニティ
ガイドラインを含みます）や法律を遵守していないコンテンツを本サ
ービスに投稿することはできません。たとえば、権利所有者から許諾
を得ている、または法的な権限がある場合を除いて、第三者の知的
所有権（著作物など）を含むコンテンツは投稿できません。お客様は
、本サービスに投稿するコンテンツに法的な責任を負います。』
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●受信配信にYouTubeを利用する場合の考え方
・配信（アップロード）について

Q&A

更に、下記部分に『または法的な権限がある場合を除いて、』の前ス
ライド文言はかからないと解釈します（項目番号が異なるため）。
『本サービスにコンテンツを提供することにより、お客様は YouTube 
に対して、本サービスならびに YouTube（とその承継人および関係
会社）の事業に関連して当該コンテンツを使用（複製、配信、派生物
の作成、展示および上演を含みます）するための世界的、非独占的
、サブライセンスおよび譲渡可能な無償ライセンスを付与するものと
します。これには、本サービスの一部または全部を宣伝または再配
布することを目的とした使用も含まれます。』
他人の著作物を利用したコンテンツをアップロードした場合、この点
で大きな問題・矛盾が発生します。 従って、大学教育の現場サイド
の判断としては、当面（どこかの大学が人柱になりそこでの訴訟を経
た実務が確定するまで）は視聴者限定をかけても中長期的には
YouTubeは使わないルールが妥当と考えます。
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●デジタル版新聞・契約による有料データベースからのUP

Q&A

最初に、無料で一般公開のサイトか、有料コンテンツサービスとして
契約されたサイトであるかで切り分けます。無料で自由に閲覧やダウ
ンロードできるサイトであれば、そのサイトに誘導するURL情報を学
生に渡して学生が閲覧する手法で授業利用ができます。
一方、有料コンテンツサイトであれば、そこから取得した著作物を

LMSにアップすることは、少なくとも現時点では控えることをお勧めし
ます。有料サイトのコンテンツ利用について、権利者サイドは35条但
し書きの「著作権者の利益を不当に害する利用」に該当すると主張し
ています。解釈について権利者団体と教育機関の主張が対立したた
め、暫定ガイドラインでも検討先送りとなりました。なお、電子新聞サ
ービスで紙面と同様のpdf出力がされる場合は、従来の紙の新聞記
事を複製配布するケースとの差がないため、利用部分が少ないこと
を条件に、LMSにアップしても権利者の利益を毀損しないという立論
は可能かもしれません。ここが、解釈の境界線だと感じます。特に、
海外DB事業者有料サービスから取得した著作物は、かなり強い権利
主張が想定されるため当面利用しないようにお願いいたします。
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●CDやDVDの音楽をLMSにアップロードしてもよいか。

Q&A

暫定ガイドラインで検討先送りとなった個所です。
ガイドラインでは映画のDVDを前提とした記述となっていますが、
音楽CDも議論の過程で検討されました。法解釈としては、改正35条
の異時公衆送信可能化で、原則として授業の過程における利用が可
能となった。あわせて、レコード製作者や実演家の著作隣接権も著作
権法102条1項で権利制限がかかった。しかしながら、CDやDVDの
音楽著作物の授業利用については、35条但し書きの「著作権者の利
益を不当に害する利用」に該当する割合が多くなる可能性があるた
め、今回の暫定ガイドラインで検討を先延ばしにして明確な線引きを
見送ったということです。楽曲電子データをLMSにアップすることは、
それをダウンロードした学生が教員の指示を聞かずにネット上にアッ
プする可能性は否定できません。全国の学生数は多いため、これら
のいうことを聞かない学生の行為で既存の音楽配信事業が脅かされ
る懸念は残ります。音楽の授業でどうしても配信が必要な場合であっ
ても、授業で必要な曲の中のごく一部分に止めることをお勧めします。
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Q&A

●前頁スライドの補足情報（日本音楽著作権協会ＨＰより）
１．非商用配信
個人・非営利団体・文部科学省が定める教育機関等が行う営利を
目的としない配信のことをいいます。
【非商用配信にあてはまる例】
個人Webサイトで内国曲の歌詞を掲載する
学校のWebサイトで生徒の合唱や吹奏楽部が演奏した曲をBGMとし
て流す
バナー広告などの収入が無い地方自治体のWebサイトで音楽を用い
た動画を掲載する
アマチュアバンドのWebサイトで演奏の動画を掲載する
【非商用配信にあてはまらない例】
企業のWebサイトで無料で音楽を配信する
自分の事業を紹介する個人事業主のWebサイトで音楽を配信する
自分の経営するお店を紹介するWebサイトで音楽を配信する
バナー広告やアフィリエイト広告等により収入を伴うWebサイトで音楽
を配信する
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Q&A

●前頁スライドの補足情報
https://www.jasrac.or.jp/news/20/ugc.html

２．利用許諾契約を締結しているUGCサービスの一覧
動画投稿（共有）サイトやブログサービス等のUGC（User-

Generated Contents）サービスでJASRAC管理楽曲を利用されるこ
とについて、一般ユーザーの皆さまからのお問い合わせが多いこと
から皆さまの利便性を考慮し、JASRACと利用許諾契約を締結して
いるUGCサービスの一覧を公表します。

JASRACと利用許諾契約を締結している以下のサービスでは、一般
ユーザーの皆さまが個別にJASRACへ利用許諾手続きを行なわなく
ともJASRAC管理楽曲を利用したUGC（動画・歌詞）をアップロード
することが可能です。

なお、ネット広告・アフィリエイト広告関連事業者の皆さまにおかれま
しては、法令規則遵守の観点から、無許諾UGCサービスの運営者に
対する広告出稿について十分留意いただきますようお願いいたしま
す。
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Q&A

●前頁スライドの補足情報（日本音楽著作権協会ＨＰより）

■動画投稿（共有）サイト（50音順）※抜粋
JASRAC管理楽曲を含む動画をアップロード可能なサービス
アメーバアプリ
Instagram

うたオン
TikTok

ニコニコ動画
Facebook

YouTube

LINE LIVE

Rakuten LIVE

REALITY（※）
■ブログサイト等（50音順）※抜粋

JASRAC管理楽曲の歌詞掲載が可能なサービス
アメーバブログ



37

●各学会の学会誌や各大学の紀要に掲載された論文などPDFファイ
ルで入手可能な論文をLMSにアップロードしてよいか

Q&A

暫定ガイドラインでは学会論文は比較的緩い扱いとなっています。
ただ、基本的には、これについても無料一般公開のサイトから取得す
るpdfであるか、有料サービスとして契約されたサイトからの取得であ
るかで切り分けます。有料コンテンツサービスから取得する論文pdfフ
ァイルは、暫定ガイドラインで検討先送りとなった事例に該当します。
従って、現時点では電子データのアップロードは控えることをお勧め
します。ただし、この部分は改正35条但し書きの「著作権者の利益を

不当に害する利用」であるかの判断になりますから、学問領域や該当
学界の慣行により、有料コンテンツであっても対面授業で印刷配布し
てよいという実務慣行が確立していた場合は、例外的に現時点でも
LMSにアップロードして良いと考えます。楽曲配信事業とは異なり、こ
の点については学問領域別の授業時教材に対する実務慣行が優越
することはあり得ると考えます。
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●「著作権者の利益を不当に害する利用について」という基準がよくわ
からない。履修者は少ないクラスであるが、ある図書のページの
PDFをLMSにアップしても問題ないか。

Q&A

履修者数の要件は受講者数と同じ数までは認められますので、これを
守る限り「利益を不当に害する」か否かの判断では使いません。条文
但し書きの「利益を不当に害する」の原則的な前提要件は、著作物の
小部分を利用することです。ただし、具体的な分量は今回の暫定ガイ
ドラインでも定められていませんから、その著作物の性格（想定対象者
、頁数、著作物のジャンル、コンテンツの市場等）を総合判断すること
になります。異時公衆送信が可能になったことで、従来と取り扱いの差
があるのかは今後の実務例や紛争解決例を参考とすることになります
。ただ、今回の改正は、対面授業を超えたICT活用による教育の質向
上を目的としたものですから、判断に迷う際はひとまず対面授業と同
等であるかを考えてください。今後、少なからず小さな紛争が発生する
可能性がありますが、従来の対面授業時と同等の利用方法であれば
一定の安全性が確保できると思われます。
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●「＊＊＊＊HPに資料があるので参照」などと指示を出してもよいか

Q&A

この問題を検討する前提として、当該オンライン授業支援サイトの利
用規約確認をお願いいたします。この規約が明示されていない場合、
あるいは授業の過程で自由な利用を認める規約であれば、URL情報
自体は著作物性がありませんからURLを提示することで問題は生じま
せん。一般的にHPは、URL情報に基づいてそのサイトを閲覧すること
を想定したサービスですから、学生がURL情報でサイトにアクセスする
ことも問題はありません。

HPに誘導するURL情報自体は、住所情報と同様に著作物性があ
りません。著作物の定義既定にある、創作性（の水準?）要件を満たさ
ないためです。また、学生はURL情報に従って、公開されている本来
のHPを閲覧するため、学生の行動にも問題は生じません。したがっ
て、このような授業の過程における「指示」で問題は発生しません。

●発音の見本などオンライン授業支援サイトのURL提示は問題ないか
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●対面授業では絵本の読み聞かせをしている・・・オンライン授業で
LMSに絵本のページを掲載し音声で読みを入れたいが問題ないか

Q&A

結論として、高等教育機関、初等中等教育機関を問わず、権利者の
利益を大きく損なうような極端な使い方でなければ読み聞かせを公衆
送信してよいと考えます。ここで、権利者の利益を大きく損なうとは、例
えば絵本の大部分をLMS上に掲載し、読み聞かせの音声も絵本の大
部分を録音してサーバにアップする等です。もちろん、そのような場合
であっても、各学生がこの絵本を購入しているのであれば利益の棄損
にならないという判断はあり得ます。条文但し書きの「権利者の利益を
不当に害する」という要件は従来通りですから、この点は配慮をお願い
いたします。
なお、著作権法３８条の無償の演奏、口述等は、それぞれ演奏権と
口述権のみに対する権利制限規定ですから、３８条のみで公衆送信ま
で可能とはいえません。更に、頁数が少なく全体の文字数も少ない場
合は、「一部」の利用をどのように考えるのかという疑問が発生する可
能性があります。
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●デジタル教材の音声を聞き取ってテキスト化した教材について

Q&A

著作権の原則論は「音声の著作物」から聞き起こした「文字（言語）の
著作物」は、オリジナルの音声の著作物を複製したものになります。今
回の問にはありませんが、同様にして文字の著作物を更に口述した場
合も、オリジナルの音声著作物の複製になります。
従って、オリジナルから忠実に複製したのか（複製権）、多少変形して
複製（翻案権）した場合であっても、何らかの形で著作物を利用したこ
とになります。ただ、今回の３５条改正で異時公衆送信が可能となった
ため、対面授業の延長線上の行為として原則は授業の過程で利用可
能になりました。
次に、そうであっても、本来授業内ドリルとして市場が形成されている
場合は『権利者の利益を大きく侵害する』可能性が高くなります。もっと
も、業務用として販売されており契約条項でも各種の授業利用が可能
となっている場合はデジタル教材を学生に視聴させる代替措置として
文字情報で受け渡しをすることは問題にはならないと考えます。
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●３５条の権利制限が難しい場合

Q&A

１．引用の枠内に納める
・引用が公正な慣行に合致する
・報道，批評，研究その他の引用の目的上正当な範囲内である
【従来からの判断基準】
明瞭区別性・・・引用側と被引用側が明瞭に区別されている
主従関係・・・・・引用側が主で，被引用側が従
出典明示・・・・・明示方法が公正慣行の範囲内であるか否かの

判断は著作物の種類で異なる
必要最小限・・・ 同 上

２．著作物の表現を使わずに事実関係のみを抽出する
通常の新聞記事や社会的な事件を伝える場合は、この手法もそれな
りに有効。
ただ、他人のオリジナルな研究データなど、著作物ではないものの研
究倫理の観点から使えないケースがある。



異時公衆送信の教材開発
※具体例に基づいた説明
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●異時公衆送信は動画だけではない
・スライド、テキスト、画像、音楽、音声等々、他人の著作物を適切に
利用した教材開発で教育効果を上げる必要がある。

・With/Afterコロナのニューノーマル対応で、教員は否応なしにオン
ライン・オンデマンド授業による学生への教材配信を強いられている
が、これをきっかけに効果的な教材を用意するという積極的な視点も
重要である。

・木村の場合、今年度前期授業は6月上旬まで音声を中心としたオン
デマンド授業、以後は対面授業（教室定員50％以内で対処できる講
義）を原則としていたが、基礎疾患がある学生等への対応があり結
果として前期末まで対面とオンデマンド授業で併走する形になった。
そこで、対面参加学生とオンデマンド受講学生間の受講に伴う不公
平感を軽減する目的で、急遽、筆者のドメインで受講者限定の動画
配信サイトを作成した。

異時公衆送信教材の開発
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●知的財産全般を扱う「法学Ⅰ」・・・教養基礎科目
・事前収録型でテキスト全8章に渡り、授業スライドと連動しながら説
明する動画を作成してＨＰに配置。

異時公衆送信教材の開発
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●知的財産全般を扱う「法学Ⅰ」・・・動画部分

異時公衆送信教材の開発

講師の顔動画
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●知的財産全般を扱う「法学Ⅰ」・・・動画部分

異時公衆送信教材の開発
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●知的財産全般を扱う「法学Ⅰ」・・・動画作成写場

異時公衆送信教材の開発

4Ｋビデオカメラ
65000円

この位置であれば
視線が下がらない
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●知的財産全般を扱う「法学Ⅰ」・・・動画作成写場

異時公衆送信教材の開発

モニター反転

外部マイク 1050円
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●法学部専門科目「知的財産法Ⅰ（特許法）」・・・授業時収録

異時公衆送信教材の開発
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●法学部専門科目「知的財産法Ⅰ（特許法）」・・・授業時収録

異時公衆送信教材の開発

ＷＥＢニュース、新聞等
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●法学部専門科目「知的財産法Ⅰ（特許法）」・・・授業時収録

異時公衆送信教材の開発
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●法学部専門科目「知的財産法Ⅰ（特許法）」・・・授業時収録

異時公衆送信教材の開発

Blackboard Learn
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●法学部専門科目「知的財産法Ⅰ（特許法）」・・・授業時収録

異時公衆送信教材の開発

Blackboard Learn
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●法学部専門科目「知的財産法Ⅰ（特許法）」・・・授業時収録

異時公衆送信教材の開発

自作の図
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●法学部専門科目「知的財産法Ⅰ（特許法）」・・・授業時収録

異時公衆送信教材の開発

判決資料？？？？
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●後期（秋学期）「社会情報論Ⅰ」の授業動画開発・・・教養基礎科目

異時公衆送信教材の開発

4Ｋ
ハイビジョン
小画面で各々出力



58

●後期（秋学期）「社会情報論Ⅰ」の授業動画開発・・・教養基礎科目

異時公衆送信教材の開発

自作のスライド
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●後期（秋学期）「社会情報論Ⅰ」の授業動画開発・・・教養基礎科目

異時公衆送信教材の開発

動画から静止画

50分の番組のうち17分のみ視聴
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●後期（秋学期）「社会情報論Ⅰ」の授業動画開発・・・教養基礎科目

異時公衆送信教材の開発

事実の要点
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●後期（秋学期）「社会情報論Ⅰ」の授業動画開発・・・教養基礎科目

異時公衆送信教材の開発

判決文をそのまま抜粋
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●後期（秋学期）「社会情報論Ⅰ」の授業動画開発・・・教養基礎科目

異時公衆送信教材の開発

サイトに誘導
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●後期（秋学期）「社会情報論Ⅰ」の授業動画開発・・・教養基礎科目

異時公衆送信教材の開発

事実の要約
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●後期（秋学期）「社会情報論Ⅰ」の授業動画開発・・・教養基礎科目

異時公衆送信教材の開発

写真をそのまま利用
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●後期（秋学期）「社会情報論Ⅰ」の授業動画開発・・・教養基礎科目

異時公衆送信教材の開発

特許公報
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●後期（秋学期）「社会情報論Ⅰ」の授業動画開発・・・教養基礎科目

異時公衆送信教材の開発

講師のデータ
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●後期（秋学期）「社会情報論Ⅰ」の授業動画開発・・・教養基礎科目

異時公衆送信教材の開発

動画視聴が必須
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●後期（秋学期）「社会情報論Ⅰ」の授業動画開発・・・教養基礎科目

異時公衆送信教材の開発

要素毎に異なる見せ方
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●後期（秋学期）「社会情報論Ⅰ」の授業動画開発・・・教養基礎科目

異時公衆送信教材の開発

内閣府の会議で発表
内閣府Ｗｅｂで公開



●機械学習
データに含まれるパターンを使い、既知のデータあるいはその延長
としての推論等をあてはめて課題を解決するしくみの一つ。

→教師あり学習
データにセットされている正解を根拠に学習する
・ディープラーニング
・決定木 等々

→教師なし学習
データ中の本質的な特徴自体を見つけて学習する
・主成分分析
・k-平均法 等々

70

●後期（秋学期）「社会情報論Ⅰ」の授業動画開発・・・教養基礎科目

異時公衆送信教材の開発

事実、あるいは短文で
著作物ではない。
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●後期（秋学期）「社会情報論Ⅰ」の授業動画開発・・・教養基礎科目

異時公衆送信教材の開発

フリーの素材集
変形まで自由利用可能

●機械学習（教師あり学習）
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●後期（秋学期）「社会情報論Ⅰ」の授業動画開発・・・教養基礎科目

異時公衆送信教材の開発

●機械学習

フリーの素材集
変形まで自由利用可能
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●後期（秋学期）「社会情報論Ⅰ」の授業動画開発・・・教養基礎科目

異時公衆送信教材の開発

講師の自作顔写真

●機械学習
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●後期（秋学期）「社会情報論Ⅰ」の授業動画開発・・・教養基礎科目

異時公衆送信教材の開発

講師の自作顔写真＋
耳部分・・翻案、同一性保持権

●機械学習
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●後期（秋学期）「社会情報論Ⅰ」の授業動画開発・・・教養基礎科目

異時公衆送信教材の開発

講師の自作顔写真＋
耳鼻部分・・翻案、同一性保持権

●機械学習
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●後期（秋学期）「社会情報論Ⅰ」の授業動画開発・・・教養基礎科目

異時公衆送信教材の開発

●機械学習

講師の自作顔写真＋
耳鼻ヒゲ部分・・翻案、同一性保持権
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●後期（秋学期）「社会情報論Ⅰ」の授業動画開発・・・教養基礎科目

異時公衆送信教材の開発

猫の学習サンプルから
耳なし猫の画像二枚を除外

●機械学習
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●後期（秋学期）「社会情報論Ⅰ」の授業動画開発・・・教養基礎科目

異時公衆送信教材の開発

●機械学習

猫の学習サンプルから
耳なし猫の画像二枚を除外



その他 今後の検討事項

79
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●大学の著作権管理実態との整合性問題が生じる可能性

・帝京大学知的財産ポリシー
→本ポリシーが対象とする知的財産
本ポリシーが対象とする知的財産には、本学の教員等が、本学の
管理する研究資金又は施設・設備・装置を用いて創出するなど、当
該職員等の本学における業務と密接に関連した内容を持つと認めら
れる以下の権利が含まれる。
特許権の対象となる発明、
実用新案権の対象となる考案、
意匠権の対象となる意匠、
育成者権の対象となる品種（以下「発明」という）
回路配置利用権の対象となる回路配置
著作権の対象となる著作物
研究開発成果としての有体物

施行後の課題
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●学会誌に掲載された論文等

・出版に際して著作権譲渡タイプの規定を持つ場合

・利用許諾タイプの規定を持つ場合

●出版契約の雛形の再検討

●創作された著作物の種類あるいは創作過程によっては、利益相反
や費用の付け替え問題が発生する。

施行後の課題



ご清聴ありがとうございました

木村友久


